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概要
　本リーフレットでは、自治体DX推進とオープンデータの活用に資することを目的とした私
たちの研究グループでの取り組みを紹介します。オープンデータには、データの公開を広く推
進し、ICTやAI技術を利活用することでさまざまことが実現可能になるという利点（光の側面）
があります。一方で、データ公開におけるセキュリティ等の技術的課題や個人情報保護などか
ら、思うように利活用が進まないという問題（影の側面）も指摘されています。地方自治体にお
ける「情報公開・オープンデータの推進と情報セキュリティの保護とが交錯している部分」に焦
点を当て、法律学、政策学、情報工学の3つの切り口からの報告をします。政策学の観点からは
「オープンデータの政策過程 －オープンデータを推進する要因は何か－」について、法律学の
観点からは「全国市区町村アンケート調査と日韓有権者オンライン調査からみえる現状と課
題」について、情報工学の観点からは「行政のテキストデータを活用するための実現可能な応用
技術」について解説します。

　2012年に日本政府は電子行政オープンデータ戦略を
策定した。その後、中央省庁および自治体においてオープ
ンデータの取り組みが進められ、2021年には、1000を超
える自治体がオープンデータに取組済となっている1。
　電子行政オープンデータ戦略に先立つかたちで、
2011年に福井県鯖江市が全国に先駆けてオープン
データに着手した。その後、福島県会津若松市や石川県
金沢市、千葉県流山市などが続き、後の自治体の取り組
みにおいて参照される存在となっている。
　鯖江市における取り組みから10年余が経過して、2021年に
は過半数の自治体においてオープンデータに取組済となるま
でに至っている。ここに至るまでに、自治体におけるオープン
データ政策はいかなる契機によって開始されることになった
のか。このことにつき、2011年から2016年にかけてオープン
データの取り組みに着手した23自治体を事例に、オープン
データ政策が新規に開始されるに至った契機を探った2。
　調査の対象は、政府担当者公表資料に基づき3、6時点
で取組済として例示された4自治体ずつ計24自治体を
選んだ。調査協力を得られなかった自治体があるため、
計23自治体の結果を分析することになった。

　調査では、オープンデータ担当者に対するインタ
ビューを行った。オープンデータの政策過程に関わる
質問を行い、そのうちのひとつに「オープンデータの着
手の契機」に関する項目がある。

　調査の結果、初期にオープンデータに着手した自治
体では、「外部からの提案」が要因としてあげられた。以
降の自治体では、「首長の発意」や「職員の発案」、「自治
体間の連携を通して」といった要因があげられるよう
になった。そして、調査時点では後期にあたる自治体で
は、「国の動向を見て」という要因が多くあげられた。
　鯖江市では、2010年当時の牧野市長に対して外部か
らの提案があったことにより、オープンデータの着手
に至っている4。全国的に取り組む自治体が少ない状況
下では、外部からの提案が大きな契機になっていると
言える。その後、2011年の電子行政オープンデータ戦
略の策定など国としての政策推進の動きもあり、首長
の発意や職員の発案でオープンデータの着手に至る事
例もあれば、直接的に国の動向を見て政策開始に至る
事例も見られるようになる。
　2016年12月には、官民データ活用推進基本法が施行
された。同法は官民をあげたデータ活用の推進を企図
しているが、その中で、国と都道府県に対して、官民
データ活用推進に関わる計画の策定を義務付けてい
る。この計画策定の法的義務化により、都道府県での
オープンデータの取り組みが進行し、2018年3月には
全都道府県でオープンデータに着手済となった5。
　都道府県が策定した官民データ活用推進計画の中に
は、県内の基礎自治体のオープンデータ着手率を目標
に掲げている例がある6。このことから示唆されるよう
に、都道府県が基礎自治体に対してオープンデータの
取り組みを後押しするという経路も存在する。先に示

1.オープンデータは自治体で
   いかに始まったのか

本田 正美
東京工業大学 研究員
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1 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室(2021)「地方公共団体におけるオープンデータの取組状況」(令和3年3月12日時点)
2 23自治体に対する調査の結果は、本田正美・梶川裕矢[2018]「自治体におけるオープンデータ推進の政策過程」『情報文化学研究』(8)、pp. 1 - 9で公表済であり、ここでは、特に政策開始に
関わる要因についての分析結果を引用する。

3 参照、山路栄作(2016)「政府におけるオープンデータの推進について」『2016 TRON Symposium 発表資料』。
4 参照、牧田泰一・藤原匡晃(2018)「官民一体のオープンデータ利活用の取り組み：先進県・福井、データシティ鯖江」『情報管理』60(11)、pp.798-808。
5 参照、内閣官房IT総合戦略室(2019)「地方のオープンデータの取組状況について」。
6 参照、本田正美(2021)「都道府県の官民データ活用推進計画におけるオープンデータの位置付け」『情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集』第 18回情報プロフェッショナルシンポジウム、近刊。

表１：オープンデータ着手の契機に関する調査対象自治体

表2：オープンデータ着手の契機

福井県鯖江市
福島県会津若松市
千葉県流山市
石川県金沢市

2013年3月時点取組済自治体 取組団体数：4

千葉県千葉市
静岡県
神奈川県横浜市
福岡県福岡市

2014年3月時点取組済自治体 取組団体数：30

神奈川県藤沢市
埼玉県さいたま市（協力得られず）
東京都品川区
長野県須坂市

2015年2月時点取組済自治体 取組団体数：103

青森県弘前市
宮城県石巻市
東京都千代田区
愛知県小牧市

2015年6月時点取組済自治体 取組団体数：154

北海道旭川市
神奈川県平塚市
兵庫県尼崎市
香川県高松市

2016年3月時点取組済自治体 取組団体数：205

青森県八戸市
宮城県
群馬県
鹿児島県鹿児島市

2016年9月時点取組済自治体 取組団体数：233

外部からの提案　３件
首長の発意　１件

2013年3月時点取組済自治体

首長の発意　１件
職員の発案　１件
国の動向を見て　１件
自治体間の連携を通して １件

2014年3月時点取組済自治体

外部からの提案　１件
議会質問　１件
自治体間の連携を通して １件

2015年2月時点取組済自治体

外部からの提案　１件
職員の発案　１件
議会質問　１件
計画の策定により １件

2015年6月時点取組済自治体

職員の発案　２件
国の動向を見て　１件
県からの要請　１件

2016年3月時点取組済自治体

国の動向を見て　３件
議会質問　１件

2016年9月時点取組済自治体
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したオープンデータ着手の要因についての調査結果の
中に「県からの要請」という回答があったことからも、
都道府県が基礎自治体の取り組みを後押ししている可
能性が示唆される。
　国は、2020年度中に地方のオープンデータ取組率
100%を目標として、各種の支援策も講じてきた7。しか
しながら、2021年4月時点で、その目標は達成されてい
ない。「国の動向」を見てオープンデータに着手する自
治体がある一方で、国の支援を利用することもなく、
オープンデータの着手にも至らない自治体も一定数存
在していることになる。

　オープンデータは組織が保有するデータを外部に公
開するという取り組みである。2012年の電子行政オー
プンデータ戦略策定以後、オープンデータは中央と地
方で共通して取り組まれる政策となっているが、公共
機関から外部に情報(文書)を公開する政策として既に
情報公開制度が存在していた。具体的には、自治体レベ
ルでは1980年代以降に情報公開に関する条例の制定
が進み、1自治体を除いて全ての自治体で条例制定済と
なっている8。国レベルでも2001年に情報公開法が施
行されている。情報公開制度については、既に20年を
超える制度運用がなされていることになる。
　情報公開制度は、情報開示請求を受けて、公共機関の
保有する主に文書が公開されるという仕組みである。加
えて、開示請求を待たずに情報提供を行うことも制度に
は組み込まれており、情報提供が行われている9。情報の
提供もなされているなかで、オープンデータという新た
な政策が実施されるところとなったということである。
　既往制度として情報公開制度があり、その制度の中で
情報の提供が行われてきた。そのような前提がある中で
オープンデータの取り組みがなされ、全都道府県がオー
プンデータに着手済となっている。そこで、都道府県を
対象に、情報提供とオープンデータの実施について、そ
の関係性の有無について検証することとした。情報提供
を積極的に行っていた都道府県はオープンデータにも
積極的であるのか否かがここでの問いである。
　情報提供とオープンデータの実施の関係性につき
47都道府県について分析を行った結果は、本田(2020)
で示した10。分析の結果、既往の情報提供が後続のオー
プンデータの取り組みに大きな影響を及ぼしているわ
けではないことが示唆された。具体的には、情報提供が
積極的に行われている団体ほどオープンデータとして

公開されているデータ(データセット)の数が多いわけ
ではなかった。
　情報提供を積極的に行っていた都道府県ほど、後続の
政策となるオープンデータに積極的に取り組んでいるわ
けではないとなると、当該組織において情報提供が行わ
れているという素地が後のデータ公開の促進には必ずし
もつながっていないことを意味する。裏を返せば、既往の
政策が十分に実施されていなくとも、オープンデータに
着手し、それを進展させることも想定されうるのである。

　2016年12月に、官民データ活用推進基本法が施行さ
れた。同法では、国と都道府県に対して、官民データ活
用推進計画の策定を義務付けている。都道府県におい
てデータ活用に関する計画の策定が義務化されたこと
により、オープンデータが全ての都道府県で着手され
るに至ったことは前述した。官民データ活用推進計画
は、各都道府県において、組織をあげたデータ公開や
データ活用を促すものである。
　この計画はデータの公開や活用に関するものであり、
オープンデータ政策について目標設定がなされていた
りする11。その他にも、行政手続のオンライン化といった
事項も含まれており、情報公開制度についても請求手続
のオンライン化の推進といった事柄が言及されている。
　ここでは、官民データ活用推進基本法に基づき策定さ
れた計画に着目する。既往制度としての情報公開制度と
新規政策となるオープンデータが連動していない中で、
法律に基づく計画の策定が両者の橋渡しにつながるの
か否か。以下では、10県に対して実施したインタビュー
調査の結果をもとに議論を進める。そのインタビュー調
査は各県の情報公開担当部署に対して行ったものであ
り、官民データ活用推進計画の策定が情報公開担当部署
に及ぼす影響の有無を中心に質問を行った12。

2.既往政策である情報公開制度は
   オープンデータ着手に影響を及ぼすのか

3.官民データ活用推進基本法施行の
   影響はあるのか

　調査の結果、対象となった全ての県において、官民
データ活用推進計画の策定はそれが直ちに情報公開担
当部署にデータ公開に関わり何らかの関与を促すよう
な影響は及ぼしていないことが明らかとなった13。
オープンデータは主に情報政策担当部署が所管してお
り、情報公開担当部署はオープンデータ担当者からの
求めがない限り、官民データ活用推進計画のような全
庁的な計画があったとしてもオープンデータに何らか
のかたちで関わることはないということである。
　情報公開担当部署には30年以上に及ぶ情報公開の
取り組みの蓄積があり、前述のように情報提供も行っ
ていることから、組織外部との情報のやりとりについ
ての知見を有している。しかしながら、情報公開制度の
存在はオープンデータの着手に影響を及ぼしておら
ず、また官民データ活用推進計画が策定されても、それ
をもって近接する取り組みとして情報公開とオープン
データの連動が図られるようなことにもつながってい
ないのである。
　なお、市区町村にあっては、官民データ活用推進計画
の策定は努力義務とされている。それゆえに、官民デー
タ活用推進計画の策定自体が必ずしも進んでいる状況
にはないと考えられるが、官民データ活用推進計画の
策定がオープンデータの着手を促す可能性もある。そ
こで、オープンデータ着手済の市区町村に着目して、
オープンデータの着手と官民データ活用推進計画策定
の時間的な前後関係を確認することとした14。
　2021年3月時点でオープンデータ着手済の自治体は
1018団体ある15。そのうち、官民データ活用推進計画が
策定されていたのは157団体あった。計画策定済の団
体数は明らかに少ないと言える。
　オープンデータ着手済の時点と計画策定の時点の前
後関係を確認すると、オープンデータの着手が先行し
た事例は計画策定済157団体中126団体あった。データ
活用に関する計画を策定し、その計画に基づいてオー
プンデータに着手するという事例もないわけではない
が、それは少数であって、計画策定の有無に関わらず
オープンデータの取り組みが先行しているというのが
実情である。
　官民データ活用推進基本法は、国や都道府県、市区町
村におけるデータの公開や活用を推進することを企図
した法律であり、これが契機となってオープンデータ
の着手に至る事例もある。しかし、大勢は同法の有無に
は大きく影響されずにオープンデータに着手し、そし
て推進が図られていることになる。

　ここまで、オープンデータ着手の契機(第1章)、既往
政策である情報公開制度とオープンデータ推進の関係
性(第2章)、官民データ活用推進基本法施行とオープン
データ推進の関係性(第3章)について考察してきた。
　ごく初期にオープンデータに着手した自治体は外部
からの提案を受けての取り組みであり、時間が進むと
国の動向を見て着手に至る自治体が増え始める。その
着手にあたっては、情報公開制度のような既往の政策
の影響を受けるわけではなく、官民データ活用推進計
画の策定のような契機もオープンデータの着手に大き
な影響を及ぼしているわけでもないようである。
　既に全都道府県および過半数を超える基礎自治体で
オープンデータに着手済になっている。一方で、700程
度の基礎自治体ではオープンデータに未着手であり、
それらの基礎自治体における取り組みをいかに後押し
するのかが課題となっている。加えて、着手済であって
も、着手したもののデータ(データセット)の追加公開
が進んでいかないという課題もある。
　それらの課題を克服してオープンデータを推進する
方法として考えられることは、オープンデータの利用
事例を明確化し、利用事例および利用者の存在を自治
体に見えるようにすることである。
　オープンデータに着手すること自体が行政内部の事
務効率の向上につながる可能性も指摘されているが
16、そのような効率の向上は行政組織としてはその成
果が見えにくい。ごく初期のオープンデータ着手事例
において外部からの提案が契機になったことからも示
唆されるように、利用事例や利用者の明示的な存在こ
そ、オープンデータの着手や推進の駆動因となりうる。
利用事例や利用者の存在を理由に、オープンデータ政
策を担当する部署はデータを保有する原課の理解を得
ることも可能となる17。利用事例や利用者が明確にな
れば、手間がかかってもデータを公開しようという動
きにもつながっていくのではないだろうか。
　その事例は限られているが、オープンデータの商用
利用も見られるようになっている18。本研究プロジェ
クトにおいては、地方議会に関わるデータの利活用の
方法を検討しており、この後にその詳細が示されるが、
そのようなデータの利用例や利用者を明らかにする作
業が求められるところである。

7  「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」をはじめとした各種文書の公開、地方公共団体向けオープンデータパッケージの提供、オープンデータ伝道師の派遣など、その支援策
は多岐にわたる。それら支援策は、政府CIOポータル(https://cio.go.jp/policy-opendata)で確認可能である。
8 参照、総務省自治行政局行政経営支援室(2018)「情報公開条例等の制定・運用状況に関する調査」。
9 参照、本田正美(2020)「都道府県における情報公開と情報提供」『日本地域政策学会2020年度全国研究大会予稿』。
10 参照、本田正美(2020)「都道府県における情報提供とオープンデータの関係性」『情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集』第 17 回情報プロフェッショナルシンポジウム、pp. 65-70。
11 参照、本田正美(2019)「オープンデータ施策に関わる目標と評価の設定」『日本評価学会第20回全国大会発表要旨集録』、pp.285-290。
12 全47都道府県を対象としてインタビュー調査を実施する予定であったが、調査開始後に新型ウイルス感染症の感染拡大があり、官民データ活用推進計画にかかわり先駆的な取り組み
を行っていると目される10県へのインタビュー実施を終えたところで調査終了することになった。10県に行ったインタビュー調査の結果、その内容は理論的飽和に達していると考えら
れたため、ここではその内容を基に議論を進めることで問題はないと考えている。

13 この調査結果は、本田正美(2020)「都道府県官民データ活用推進計画策定と情報公開制度の関係」『情報知識学会誌』30巻2号、pp.163-167で公表済であり、これを引用する。
14 その結果は、本田正美(2021)「官民データ活用推進基本法の施行と自治体におけるオープンデータ推進の関係」『情報知識学会誌』31(2)、pp.211-223で公表済であり、これを引用する。
15 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室(2021)「地方公共団体におけるオープンデータの取組状況」(令和3年3月12日時点)。
16 参照、吉田暁生・野田哲夫・本田正美(2016)「地方自治体におけるオープンデータの活用の効果と課題」『山陰研究』(9)、pp.97-109。
17 参照、本田正美・梶川裕矢[2018]自治体におけるオープンデータ推進に関する庁内の理解形成から推察する情報政策の推進方法」『研究報告情報システムと社会環境(IS)』2019-IS-147
(9)、pp.1-3。

18 参照、本田正美(2021)「オープンデータの商用利用の可能性」『経営情報学会全国研究発表大会要旨集』2020年全国研究発表大会、pp.109-112。

大 分 県
兵 庫 県
宮 崎 県
富 山 県
山 梨 県
徳 島 県
岡 山 県
福 岡 県
山 形 県
熊 本 県

2019年12月2日
2019年12月5日
2019年12月9日
2019年12月16日
2019年12月17日
2019年12月20日
2019年12月23日
2020年2月5日
2020年2月19日
2020年2月26日

団 体 実 施 日

表3：インタビュー調査を実施した県と実施日
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全国市区町村アンケート調査と
日韓有権者オンライン調査からみえる現状と課題

　近年は、オープンデータ推進の観点から、機械判読で
きる官民データが提供される方向で取り組みがなされ
ている。かつては資料改ざんの観点から、画像による情
報提供が基本であった。しかし、これではAIに読み込
ませてビジネスのシーズを探ったり、政策課題を発見
したりすることが困難だった。オープンデータ推進の
時代は、行政などが抱えるデータを「ただ出せばよい」
のではなく、「いかに利用してもらうか」という観点が
求められるのである。
　ただ、オープンデータ推進の旗振りを国が一生懸命
行ったとしても、地方自治体の間にはオープンデータ
推進についての温度差は存在する。そこで我々は、近年
のオープンデータ推進の動きの中で市区町村がどう取
り組んでいるのか、自治体や地方議会の広報、選挙にお
ける情報提供など幅広い視点で「民主制下における情
報公開・オープンデータ化と情報セキュリティとの交
錯に関する研究」全国市区町村アンケート調査（以下、
アンケート調査）を行った。ここでは、この調査の概要
と得られた結果の一部について紹介したい。

　我々が実施した「民主制下における情報公開・オープン
データ化と情報セキュリティとの交錯に関する研究」全
国市区町村アンケート調査（以下、アンケート調査）は、
2019年11月~2020年1月にかけ全市区町村に対して郵
送で実施された悉皆調査である1。この調査の回収率は
48.7％であり、約半数の市区町村が回答した計算になる。
　ただし、このアンケート調査の結果を解釈は慎重に行
う必要がある。なぜなら、回収率が市区では58.2％である
のに対し、町では40.2％、村では36.6％と偏りがあるから
である。後述するが、オープンデータの推進は、マンパ
ワー的にも財源的にも余裕のある市区の方が積極的と考
えられ、町村の中には取り組みたくとも取り組めないと
ころもあると聞く。そこで、ここでの図表は、回答した市
区町村全体の集計結果だけではなく、「市・区」「町」「村」ご

との結果も併記することにする。
　質問項目は、自治体広報に関する質問が6問、オープ
ンデータの取り組みに関する質問が4問、自治体の情報
通信システムの現状に関する質問が3問、災害時におけ
る情報発信に関する質問が5問、議会に関する質問が5
問、選挙に関する質問が5問、計27問となっている。こ
のアンケートの調査票（PDFファイル）及び市区町村別
の集計結果（Excelファイル）は、筆者のサイト内で公開
している2。

　選挙民主主義の下において選挙によって選ばれる政
治家は、有権者の代理人と位置づけられる。代理人であ
る以上、雇い主たる有権者に対し、自治体の抱える課題
や自らが進める政策課題を説明する責任がある。首長
が定例記者会見を実施することや、広報紙を発行する
ことなどが該当する。
　図1は、首長の定例記者会見の実施状況に対する回答結
果である。人口の多く、自治体内に記者クラブを抱えている
市・区では回答したほとんどのところで首長が定例の記者会
見を行っていることが確認できる。一方、回答があった村で
村長が定例記者会見を実施しているところはゼロであった。

　自治体広報の発行についてはどうであろうか。イン
ターネットが普及したこともあり、回答のあった市・区
では99.8％のところが自治体のサイト上で広報紙を閲
覧できるようにしてあり、回答があった村の93.9％で
もサイト上で閲覧することができる。ただ、オープン
データの推進では、サイト上から提供されるデータは
機械判読可能なデータであることが求められる。しか
し、一部の市町村では文字検索ができないPDF形式で
広報を公開している実態が図2からうかがえる。

1.はじめに

2.アンケート調査の概要

3-1.アンケート調査の結果
      地方自治体における情報発信

河村 和徳 
東北大学大学院
情報科学研究科
准教授

1 なお、この調査期間中に令和元年東日本台風の被害が発生しており、一部の被災自治体から被災のため調査に回答できない旨の連絡があった。
2 調査票（PDFファイル）と市区町村別の集計結果（Excelファイル）は、河村のサイト内で公開している。関心のある方は参照していただきたい。
   http://kawamurakazunori.net/data.html

　近年、SNSの普及により、首長や地方議員がSNSを活
用して住民との距離を近づけようと取り組みを重ねて
いる。ただ、そうした動きの一方で、首長が職員に知らせ
ないままSNS上で政策等を発信し、それを知った職員が
後で慌てるトラブルも起こるようになってきている。図
3と図4は、自治体が首長のFacebook及びTwitterの私
的アカウントをどれだけ把握しているのか、質問した回
答結果である。意外に多くの市町村が、首長の私的SNS
アカウントを把握していない実態が確認できる。

　2020年時点でのオープンデータの推進状況はどう
なっているか。図5は、オープンデータポータルサイトの

有無を示した結果である。回答した自治体のうち、市・区
では6割超、町では5割超がすでにポータルサイトをつく
り、データにアクセスしやすい状況を生み出している。
しかし、村では3割未満に留まっている。

　オープンデータポータルサイトが整備されていない
自治体があるのは、そもそも推進体制が整っていないた
めという部分もある。図6を見ると、市・区では約半数の
ところが専門の部署を設置して取り組んでいるのに対
し、町で専門の部署を設置しているのは2割強、村では2
割を切っている。そもそもマンパワーと財源が欠ける町
村にとってオープンデータ推進政策は重荷になってい
ることが、数字から読み取れる。

　図7からわかるように、ほとんどの自治体がオープン
データ政策の専従職員を配置していない。ただ、その一
方で、広報専従の職員を配置している自治体は少なくな
い。広報という情報発信の部分にはマンパワーを割いて
いるが、その先にあるオープンデータまでは手が回らな
い実態がうかがえる。

図2：サイト上の広報は文字検索ができるか

3-2.アンケート調査の結果
      オープンデータの推進体制

文字検索ができるPDF形式で公開されている
文字検索ができないPDF形式で公開されている
サイト上で広報は公開していない
その他 無回答

図3：Facebookの私的アカウントの把握状況

アカウントを持っている アカウントを持っていない
把握していない 無回答

図4：Twitterの私的アカウントの把握状況

アカウントを持っている アカウントを持っていない
把握していない 無回答

図7：オープンデータ専従職員の配置状況

課長級の専従者がいる
係長級の専従者がいる
主務・主幹級以下の専従者がいる
その他 専従者はいない

図１：首長の記者会見の実施状況

行っている 行っていないが、不定期では記者会見を行っている
行っておらず、記者会見は災害発生等、特別な機会がない限り行わない
その他 無回答
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図5：オープンデータポータルサイトの有無

ある ない 無回答
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図6：オープンデータ推進体制

専門の部署を設置して取り組んでいる
検討の段階に留まっている
取り組んでいない 無回答
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図8：広報専従職員の配置状況

配置している 配置していない 無回答
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　現在、政府はデジタル庁の発足など、行政のDX（デジ
タルトランスフォーメーション）を進めている。新型コ
ロナウイルスの感染拡大の過程で「行政のデジタル化」
の遅れが顕在化したこともあり、2021年9月には「デジ
タル社会の形成に関する司令塔としてデジタル庁が設
置されることになった。
　日本の行政におけるDXは、国だけでは不十分であ
り、地方自治体の自主的な取り組みも欠かせない。今回
のアンケート調査から、業務プロセスの標準化やAI活
用、文章形式の標準化など、DXを先取りする取り組み
を行っている自治体が確認できる（図9及び図10）。た
だ、アンケート調査の結果を通じて明らかであるよう
に、相対的に財源がなく、デジタル人材が確保しづらい
町村は、DXを進めにくい環境がある。
　行政のDXの進捗は、相対的に財源、マンパワーに劣る町
村をどうサポートするかにかかっていると言ってよいだろう。

　主権者である我々有権者は、選挙において政治家を選
ぶ際、多くの情報を集めて判断している。同様に、世論調
査などで回答を考えるときも、政府の意思決定などの情
報を元に判断を下している。情報がなければ政治的な意
思決定をすることができない。しかしながら、意思決定
を行うための情報を収集する場合、コストがかかる。重
要かつ貴重な情報であればあるほど、情報収集にかかる
コストは高くなるのが一般的であるし、情報の確度を高

めるためには、信頼の高い情報源にアクセスしたり、よ
り多くの情報源に接したりするなど、より手間をかける
必要がある。そうした点で、インターネットの普及は、政
治的な判断を行う材料である様々な情報を収集する際
にかかるコストを下げることになった。
　ところが、インターネットが普及しても情報収集コ
ストが完全にゼロになることはなく、フェイク・ニュー
スなど、不正確な情報を収集してしまうリスクもある。
また我々は情報収集コストを惜しむがあまり、偏った
情報のみで判断を下してしまう可能性もあるし、理解
する上で専門的な知識が必要な状況下では中途半端な
形で賛否を示してしまう可能性もある。
　民主制下において判断を下すことに情報発信が重要
であることを確認するため、我々は2020年に日韓の有
権者3000人に対し、オンライン調査を実施した。ここ
では、その調査の結果と、含意を報告する。

　有権者の意識調査には、調査対象者を選挙人名簿な
どでサンプリングし、調査員が対象者宅を訪問したり
（訪問面接調査）、調査票を対象者に郵送して回収した
り（郵送調査）するものがある。また新聞やテレビは電
話調査を積極的に行う傾向がある。今回、我々が実施し
た調査は、調査会社などが確保しているモニターから
日韓で対象者を募集し、彼らにオンラインで回答して
もらうオンライン調査とした。
　調査では、福島第一原子力発電所で溜まり続ける汚染
処理水を海洋放出に対する賛否についての質問を行っ
た。このテーマは日本では幅広く報道されているが、韓国
では外国でのできごとでもあり、報道内容がやや偏った
形で報道される傾向がある。この調査では、①日韓で回答
に違いがあるのか、②世界における海洋放出の事情を説
明した文章を読んだ回答者と読んでいない回答者の間
で統計的に有意な違いが確認できるか、確認してみた。
　調査対象者は、日本人2000人（首都圏1000人、九州1000
人）、韓国人1000人であり、日本人・韓国人それぞれを、
（a）何も読まずに海洋放出の賛否を答える者（統制群）
（b）トリチウム水の海洋放出の現状に関する文章を読

んでから、海洋放出の賛否を答える者（処理水説明
群：処置群1）

（c）福島原発に関する文章を読んでから、海洋放出の賛
否を答える者（福島原発群：処置群2）」

の3グループに割り振った。回答者は、それぞれが提示さ
れた状況下で汚染処理水（トリチウム水）の海洋放出に対
し回答を行った。質問項目と、各グループの回答者に読ま
せた文章は、表4の通りである。（海洋放出することに賛成
であるという意見にあてはまらない者は「海洋放出に反
対」、あてはまる者は「海洋放出に賛成」と解釈した。）

4.デジタル庁の発足に向けて

判断の材料としての情報

オンライン調査のデザイン

5.民主制下における情報発信の重要性
   日韓におけるオンライン調査の結果から

　図11は、日韓で海洋放出に対する回答の集計結果を
図示したものである。統計的な検定をする必要がないほ
ど、反対する者の比率は韓国の方が圧倒的に高いことが
この図から確認できる。海洋放出に対し、日韓の有権者
で考え方の相違があることは明白であり、韓国人の方が
海洋放出に反対であると言うことは妥当と言える。
　図12及び図13は、日韓両国でのグループ間での回答
の違いを示したものである。日本では、世界における汚
染処理水の海洋放出の説明をしたグループの回答者は、
説明のないグループの回答者より、若干反対する者が多
い結果であったが、統計的な検討を行った結果、統計的
に有意な違いがあるとは言えない結果であった。一方、
韓国の有権者では、世界の汚染処理水の海洋放出を説明
したグループの方が、説明のなかったグループよりも明
らかに強く反対する層が少ないという結果が得られた。
　移譲からどのような含意が導き出されるのか。図11
から、「日本人よりも韓国人の方が、汚染処理水に海洋
放出に対して強く反対している」ことが数値として明
らかになった。福島からの距離は、韓国の有権者と九州
の有権者はほぼ等距離であることも考慮すると、この
賛否の違いは、日韓両政府の情報提供の姿勢やマスコ
ミの報道姿勢の影響を受けていると言える。
　また、日本の有権者では、汚染処理水の海洋放出の説明
があったグループとなかったグループの間ではっきり差
があるとは言えなかった。このことは、調査で提示された
情報ぐらいでは賛否が揺らがないほど福島原発事故など
の情報が幅広く知れ渡っていることを示唆している。一
方、韓国の有権者では、世界の汚染処理水の処理状況を説
明したグループは、説明がなかったグループよりも相対的
に強い反対を示さなかった。これは、世界の汚染処理水の
処理状況などの情報が十分に伝わっておらず、断片的な
情報だけで賛否が判断されている可能性を示している。

オンライン調査の結果

質問事項
原子力発電所の汚染水からトリチウム以外の放射性
物質を取り除いた処理水に関して、あなたの意見に
最も近いものはどれでしょうか。

処理水を海洋放出することに賛成である
　あてはまらない（1）
　あまりあてはまらない（2）
　どちらともいえない（3）
　ややあてはまる（4）
　あてはまる（5）

統制群  何も見せないで回答させた群

処理水説明群  次の文章を読ませてから上の質問に回答させた群
31カ国（2019年1月現在）で原子力発電所を建設して発電を
行っています。原子力発電は、原子炉の中でウランやプルトニ
ウムが核分裂を持続的に、連鎖反応的に進行させ、その核分裂
反応によって水を沸騰させて水蒸気をつくり、それによって
蒸気タービンを回転させて発電する方法です。この際、多くの
放射性物質が発生しますが、特殊な装置を用いて放射性物質
を取り除きます。しかし、現在の技術ではトリチウムという物
質を取り除くことが困難です。濃度を基準値以下に水で薄め
て海に流すことは国際的に認められているので、日本だけで
はなく、海外の他の原子力発電所も薄めた処理水を海に放出
している場合があります。

福島原発群  次の文章を読ませてから上の質問に回答させた群
2011年の東日本大震災の影響により、福島第一原子力発電所
では、壊れた建屋に地下水や雨水が入り込み、高濃度の放射性
物質に汚染した水が1日180トン（2019年度）発生しています。
東京電力は、特殊な装置を用いてこの汚染した水から放射性
物質を取り除いた処理水を、約123万トン保管しています。し
かし、現在の技術では取り除くことが困難なトリチウムが、処
理水の中に残っています。トリチウムの濃度を基準値以下に
薄めて海に流すことは国際的に認められており、日本だけで
はなく、海外の他の原子力発電所も薄めた処理水を海洋放出
している場合があります。福島第一原子力発電所の処理水も
同様に、水で薄めてから、海に放出する案が挙がっています。

表4：質問内容と各群の違い

図11：トリチウム水海洋放出に対する回答結果

あてはまらない（反対） あまりあてはまらない どちらともいえない
ややあてはまる あてはまる（賛成）

図12：各群の回答結果（日本）

あてはまらない（反対） あまりあてはまらない どちらともいえない
ややあてはまる あてはまる（賛成）

図13：各群の回答結果（韓国）

あてはまらない（反対） あまりあてはまらない どちらともいえない
ややあてはまる あてはまる（賛成）

図10：文書形式の標準化

担当部署が具体的な議論を行っている
担当部署が具体的な議論をしようと検討は始めている
議論はしていない 無回答

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

市・区

町

村

図9：業務プロセスの標準化・AI活用の動き

実際にプロジェクトチーム等を立ち上げ、具体的な検討に入っている
具体的な組織はないが、検討しようと動き出している
そうした動きはない 無回答

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

市・区

町

村
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 オープンデータ公開方法の「5つの段階」

　3～5ページで本田が述べたように、自治体における
オープンデータの取り組みが全国的に進んでいる。これま
で公開されていなかった公共データが公開されたこと自
体は大きな前進である。次のステップとして、公開した
データを有効に活用してもらうことを考える必要がある。
　自治体が整備・公開している地域の公共データは、ス
マホアプリなどのコンテンツとしてのニーズが高い。
また、公開したデータを経時的な変遷、全国規模の横断
といったさまざまな観点で分析することによって、新
たな価値を創出することができる可能性を持ってい
る。ウェブサイトで公開したデータをプログラムに
よって外部から取り出し、自動的な処理を行えるよう
に、公開方法を整備しておくことでオープンデータを
より価値の高いものにすることができる。特に、公開方
法の統一・標準化を行うことと、レコード単位の取り出
しが容易に行えるデータ形式で公開することが極めて
重要である。
　オープンデータには公開方法や機械判読のしやすさ
に基づいた5つの段階がある。第1段階はオープンライ
センスでデータを公開することである。第2段階は編集
可能な形式でデータを公開することである。第3段階は
汎用のデータ形式（フォーマット）でデータを公開する
ことである。第4段階はWebを介して機械的に取り出
すことができるフォーマットでデータを公開すること
である。第5段階はデータを外部の知識源などと連携
（リンク）してできるようにすることである。

統計などの数値データの公開について
（Linked Open Data）

　統計などの数値データは現在のところ表の形で整理
され、ExcelファイルまたはCSV形式（データをカンマ
区切りで保存したテキストファイル）で公開されてい

ることが多い。Excelファイルでの公開は第2段階、
CSV形式は第3段階に相当する。公開方法を第4段階、
第5段階へと進めて行くためには、表のまま公開するの
ではなく、1つ1つのデータに自治体名、日時、（元の表
の）フィールド名などの属性（データのあらゆる諸元）
をメタ情報として付与してJSONなどの形式で公開す
ることが求められる。これにより、1つの数値データを
見るだけで、それが何の値であるかが分かるようにな
り、メタ情報を手がかりにしてデータを結び付けるこ
とで横断的な利活用ができるようになる。このような
考え方をLinked Open Dataと呼ぶ。メタ情報に基づ
いて、JSON形式のデータから元の表を復元すること
もできるため、ExcelやCSVでの公開をせずに、サーバ
上で動的に元通りの表を生成して表示することもでき
る。複数のデータを結び付けて活用するためには、付与
するメタ情報の記述方法を共通化（標準化）することが
非常に重要である。

行政文書の公開と活用に向けて
（Linked Open Documents構想）

　行政文書の公開はPDFファイルによって行われる
ことが多い。編集可能な形式ではないことから、公開方
法の5段階のうちの第1段階にあるといえる。しかし、

1.機械処理に対応した
   オープンデータに向けて

行政のテキストデータを活用するための
実現可能な応用技術

木村 泰知
小樽商科大学 商学部
社会情報学科 教授

高丸 圭一
宇都宮共和大学
シティライフ学部 
シティライフ学科 教授

内田 ゆず
北海学園大学
工学部 電子情報工学科 教授

図14：メタ情報付きデータの公開

文書を加工（改ざん）して悪用されることを防ぐために
は、原本の真正性を担保する必要があるため、編集でき
ない形式での公開は理にかなっている。公開された文書
を単に閲覧するだけでなく、文書に記載された内容を積
極的に利活用していくためには、文書に含まれる文字
（電子的なテキストデータ）を利用できるようにしてお
く必要がある。PDFファイルからテキストデータを抜き
出して利用することは不可能ではないが、自動的に文書
の構造を復元することは現在のところ難しいとされて
いる。もとより、編集されないために作成されたPDF
ファイルからテキストデータを抜き出して活用すると
いう考え方は、さまざまな不条理を含む。
　公共文書の内容を有効利用するためには、例えば文書
の日付、タイトル、発行者などを文書の本文のテキスト
データにメタ情報として付与して公開することが望ま
しい。また、文書にキーワードを付与することも有効で
ある。例えば文書に出現する「部署名」「法律・条例名」「人
物名」「施策名」「予算の費目名」などをキーワードとして
付与しておくことで、共通のキーワードを持つ文書を結
び付けることが可能となる。キーワードに基づく結び付
きを利用して文書を横断的に分析することにより、これ
まで見えてこなかった新たな価値の創出が期待される。
私たちはこの考え方をLinked Open Documentsと呼
んでいる。
　例えば、ある施策について、計画の立案のための議論
と実際に策定された計画、計画のための予算案、予算成
立までの議論、予算の執行（決算）、政策の効果（事業評
価）、中長期計画における位置づけなど、別々に公開され
ている文書を結び付けて分析することで、透明性の高い
地方自治を実現できると考えられる。

「データアーカイブ」としてのオープンデータ

　ある時点での現状を表にまとめたタイプのデータ
は、最新のデータのみが公開されることが多い。種々の
データにおいて、昨年度と今年度の差異を知りたいと
いうようなニーズは多いと考えられる。例えば「市内の
保育園一覧」というオープンデータを考えると、過去の
データが残されていれば、子育て支援の観点からどれ
くらいのペースで保育園が増えているのか、市政のス
リム化の観点から公立保育園の民営化がいつ頃からど
のように進んでいるのかといったことを可視化するこ
とが可能である。アーカイブされたデータから得られ
る情報は多い。過去のデータを掘り起こして公開する
ことまではしないとしても、現在公開しているデータ
は削除せず、新たなデータを追加して公開することで、
将来的にデータアーカイブが構築されることが期待さ
れる。蓄積されたデータから創出される価値もまた大
きいと考えられる。

　自治体がウェブサイトで公開しているテキストデー
タの中で最も規模の大きなものの１つに議会会議録が
ある。私たちのプロジェクトでは全国の自治体が公開
する議会会議録を収集し、横断的に利活用するための
研究を進めている。これまでの成果の1つに47都道府
県の議会本会議会議録を対象とした発言データベース
がある。これは本会議会議録に記録された発言の発言
者名を整理し、議員による発言については選挙時に公
開されるデータを結び付けたものである。これによっ
て「いつ」「どこで（どの自治体で）」「誰が（どのような属
性をもった議員が）」「何を」発言したかを明らかにする
ことが可能となる。このデータベースは、社会基盤情報
流通推進協議会が開催するアーバンデータチャレンジ
20181の一般参加型コンテストデータ部門において銀
賞を受賞した。本節では、このデータベースの概要と活
用事例について述べる。

議会会議録データベースの概要と分析事例

　まず、自治体のウェブサイトから、議会での発言にあ
たる部分を抽出し、句点「。」を目印として発言（文）単位
に分割した。それぞれの発言に「発言者名」、「会議の名
称」、「開催日」、「自治体コード」等の情報を付与し1発言
を1レコードとしてデータベースに格納した。また、発
言者が議員の場合には本データベースのために採番し

2.都道府県議会会議録を例とした
   オープンデータの活用とその課題

1 https://urbandata-challenge.jp/

{
“自治体コード” : “xxxxxxx” ,
“日付” : “YYYY-MM-DD” ,
“種類” : “******* ”
“評価” : “XX”
“座標” :  [xx.xxx,yy.yyy]
}

機械利用可能な形式での公開

メタ情報付きデータの集合統計データ

表示用の表を
動的に生成

そのまま公開

図15：メタ情報付きの文書公開のイメージ

日付 : “YYYY-MM-DD” ,
タイトル : “~~~~~~~~~~~” ,
名前 : “********”
内容 : “-------------”
 ・
 ・
 ・

行政文書 文書の構造化

改変ができない形式での公開 機械利用可能な形式での公開

and?
or?PDF
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　また、分析に先立って人間が目視によってデータの
チェックや修正作業などの前処理を行う必要がある。
大規模なデータを利活用を妨げる大きな要因の1つに、
人間による前処理に多大な労力がかかることが挙げら
れる。図16に示した分析では前処理として、①会議録が
公開されているページのHTMLファイルから会議名
や実施日などの情報や、発言者名、発言内容を抽出す
る、②各発言をデータベースの形式に整形する、③発言
者の名寄せを行う、④議員の属性情報を外部サイトか
ら取得して会議録データベースに紐づける、といった
作業を人手によって行っている。自治体によって会議
録の公開方法が少しずつ異なるため、これらの処理は
自治体ごとに記載内容を確認しながら行う必要があ
る。また、会議録には人名に関する入力ミスと思われる
エラー（例：「萩原渉」を「荻原渉」や「萩原渡」と誤記して
いる）も存在し、③の名寄せ作業にかかる人的コストが
特に大きくなる傾向がある。あらかじめ出席者に固有
のIDを付与し、IDをもとに発言と発言者を結び付ける
などの方法を取ることででデータは格段に利活用しや
すいものとなる。

都道府県議会会議録検索システム「ぎ～みる」の公開

　上述のデータベースに収録された会議録の全文横断
検索および検索結果の可視化を行うことができる
Webシステムの構築を行い、都道府県議会会議録検索
システム「ぎ～みる」として一般公開2した。システムに
は通常の「発言検索」のほかに、都道府県ごとの検索
ヒット件数を地図上に視覚的に表示する「マップ検
索」、検索ヒット件数を自治体名、発言年度、発言者生年
などの項目でクロス集計した結果を表示する「クロス

表検索」、検索ヒット件数を時系列の折れ線グラフで表
示する「時系列グラフ」機能がある。ユーザは一般的な
ウェブブラウザを用いて、会議録を検索し、検索結果を
視覚的に確認することができる。

　ソーシャルメディアの急速な普及によって、イン
ターネット上には個人が発信する玉石混淆の情報が大
量に存在するようになった。自治体が公開するさまざ
まな文書（テキストデータ）は情報の根拠となる一次情
報と位置づけることができるため、ファクトチェック
（真偽の確認）に利用することができる。私たちはフェ
イクニュース検出あるいはファクトチェックに自治体
が公開している文書を活用するためのAI（人工知能技
術）の研究を進めている。AIの基礎技術を利用すること
で図19に示すように、文書の構造化・自動要約、真偽の
根拠となる情報の自動抽出、相互に関連するデータの
自動連結といったことが可能となる。
　2018年から国立情報学研究所（NII）が主催する 評
価型ワークショップNTCIRにおいて、議会会議録や行
政 文 書 を 対 象 と し た 技 術 開 発 タ ス ク（ Q A  
Lab-PoliInfo-1～33）を企画・運営しており、 全国の研
究者とともに研究を進めている。
　Pol i Info-2で実施したタスクの1つにEnti ty  
Linkingタスクがある。議会会議録に含まれる法律名を
抽出し、Wikipediaの該当する項目へ結び付けるタス
クである。このタスクは固有表現抽出技術（テキスト
データに含まれる組織名、人名 、地名、日付表現、時間
表現、金額表現などを自動的に見つける技術）の応用で
ある。図20はGINZAというツールを用いて、小樽市議
会会議録から固有表現を抽出した例である。
　PoliInfo-3ではBudget Argument Miningタスク
を実施している。これは予算関連文書の予算項目（金
額、管轄部局、説明文）と議会会議録を結び付け、議会に
おいて予算に関して言及している発言（金額表現を含
む発言）を見つけ出すタスクである。このような技術開
発を進めることで、公開された行政文書から審議会や
議会における議論、議論に基づいて策定された施策や
予算、実施結果（決算）などを一覧できるようになると
考えられる。図21は小樽市の予算総括表に記載されて
いる「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金」と令和2年度小樽市議会第1回臨時会の会議録を
結び付けた例である。

た「議員ID」を付与した。選挙の際に公開される候補者
の情報を別表で保管し、IDによる結び付けによって参
照できるようにした。収集期間は2011年4月の統一地
方選挙から2019年4月の統一地方選挙の前（2019年3
月）までの8年分である。総収録データは約820万レコー
ド（発言）である。発言の総文字数は約5億文字である。

　このデータベースを用いた分析事例について述べる。
図16は47都道府県議会議員の全発言（2011～2014年
度の4年間）を発言者の性別で分類し、政策に関するい
くつかのキーワードの使用頻度を分析した結果である。
所属政党によって所属議員の男女比が大きく異なるた
め、政策の関心に統計的な意味での性差があるとまで
は言及できないものの、2つの異なるデータを結び付け
た結果、これまで行うことができなかった分析を容易に
行えるようになった。図17は高知県議会議員の2015～
2018年度における常任委員会での発言量のランキング
と、各議員の発言に含まれる特徴語である。私たちが
行った分析結果を高知新聞社に提供し、記事として掲
載されたものを一部抜粋して示した。特徴語は、その議
員が多く発言した単語のうち、他の議員と比べてその議
員が相対的に多く使用した語である。tf-idfと呼ばれる
統計指標を利用して客観的に求められる。テキストデー
タの分析を行うことで、これまで見えてこなかった議会
内での議員の発言の特徴を可視化することができる。さ
まざまな観点から分析が行われることにより、議会改革
や主権者教育などで、議会会議録というオープンデー
タが新たな価値を持つことが期待される。

データの横断的収集および前処理の難しさ

　自治体ウェブサイトにおける議会会議録の公開は、
市民が利用することを目的としているため、人間が閲
覧または検索がしやすい形で公開される。コンピュー
タによる自動処理によって分析や可視化を行う際に
は、まず公開されたテキストデータを収集し、整形プロ
グラムを作成する。同一のシステムを利用している自
治体であっても公開方法が少しずつ異なるため、自治
体ごとに公開方法を確認しながら、異なるプログラム
で対応していくこととなる。図16： 政治課題に関するキーワードの使用比率（男女差）

図17：議員による発言量ランキングと発言に含まれる特徴語 （高知新聞 2019年3月22日 21面より抜粋）

3.自治体のオープンデータの
   活用に向けたAI研究の現状

図18：都道府県議会会議録検索システム「ぎ～みる」

2  http://local-politics.jp/47pref
    http://local-politics.jp/47pref_2015-2019
3  NTCIR14 QA Lab-PoliInfo-1 ( https://poliinfo.github.io/ )
    NTCIR15 QA Lab-PoliInfo-2 ( https://poliinfo2.github.io/ ) 　
    NTCIR16 QA Lab-PoliInfo-3 ( https://poliinfo3.net )

12      自治体DX推進とオープンデータの活用 自治体DX推進とオープンデータの活用      13

行政のテキストデータを活用するための実現可能な応用技術 行政のテキストデータを活用するための実現可能な応用技術



本研究は公益財団法人セコム科学技術振興財団の特定領域研究助成を受けたものです。

民主制下における地方自治体の情報公開・オープンデータ化と
情報セキュリティの交錯に関する研究

木村泰知（国立大学法人小樽商科大学 商学部 社会情報学科 教授）
〒047-8501 北海道小樽市緑 3丁目 5番 21 号
http://local-politics.jp/
2021 年 6 月

●本冊子の内容は、著作権法上の保護を受けています。著作権者の承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁じられています。
●本冊子の内容について、電話によるお問い合わせには応じられません。
   メール kimura@res.otaru-uc.ac.jp（担当：木村泰知 小樽商科大学 商学部 社会情報学科 教授） までお送りいただきますようお願いいたします。

編集・発行

H P
発 行 日

図22：YouTubeの自動文字起こしの例 （出典 YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=YLYHGKuf8jQ）

　この他、一括質問一括答弁形式で行われる議論にお
いて質問と答弁を自動的に対応付けするタスク（QA 
Alignmentタスク）や、議会発言の要約文が会議録原
文中のどこに該当するか（または原文に存在しないか）
を自動推定するタスク（Fact Verificationタスク）な
どを実施し、地方自治にまつわるファクトチェックや 
Linked Open Documentsの推進に向けた技術的な
課題の研究に取り組んでいる。
　テキストデータだけでなく、音声データや画像デー
タに関するAI研究が実用化レベルになりつつあるた

め、複数のメディアを結び付けて活用するための研究
も行っている。図22はYouTubeで公開された議会中
継映像の音声認識（自動文字起こし）の例である。図23
に示すように、音声認識の結果のテキストデータを手
掛かりにして、映像を検索し、該当する発言を視聴する
ことができる。図20、22、23はウェブサイト「Otaru 
Open City4」で実際に閲覧することができる。 
　自治体によるオープンデータの高度化と、AI技術の
発展が有機的に融合することにより自治体DXのさら
なる進展が期待される。

図20：固有表現抽出の例（小樽市議会会議録）

図21：予算関連文書と会議録を結び付ける研究の例

図23：単語を選択して該当する発言の動画を再生するまでの流れ

 （出典 YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=YLYHGKuf8jQ）

4 https://otaru-open.city

図19：人工知能技術活用のイメージ
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自治体DX推進と
オープンデータの活用

　本イベントでは、自治体 DX 推進とオープンデータの活用に資することを目的とした私たちの研究グ
ループでの取り組みを紹介します。オープンデータには、データの公開を広く推進し、ICT や AI 技術を
利活用することでなさまざまことが実現可能になるという利点（光の側面）があります。一方で、デー
タ公開におけるセキュリティ等の技術的課題や個人情報保護などから、思うように利活用が進まないと
いう問題（影の側面）も指摘されています。地方自治体における「情報公開・オープンデータの推進と
情報セキュリティの保護とが交錯している部分」に焦点を当て、法律学、政策学、情報工学の 3 つの切
り口からの報告をします。

イベント内容・タイムテーブル

参加申し込みと当日の参加方法

Zoom オンラインイベント開催

2021年10月13日（水） 
15:00~17:00 定員：制限なし

本研究は公益財団法人セコム科学技術振興財団の特定領域研究助成を受けたものです。
「民主制下における地方自治体の情報公開・オープンデータ化と情報セキュリティの交錯に関する研究」

日  

時

参加
無料

15:00 - 15:05    「地方自治体における情報公開・オープンデータ化の光と影」 木村 泰知

※一部内容が変更になる場合がございます。

① 参加申し込みフォーム（下記URLまたは右QRコード）にアクセスしてください。
     http://local-politics.jp/zoom-entry/

② 必要項目に情報をご入力いただき、送信ボタンを押してください。
    参加申し込みが完了します。

③ 自動返信メールにて参加URLが送信されます。
    イベント当日、URLをクリックするとご参加いただけます。

研究代表者：木村 泰知（国立大学法人小樽商科大学 商学部 社会情報学科 教授）
Mail：kimura@res.otaru-uc.ac.jp 

15:05 - 15:35    「オープンデータは自治体でいかに始まったか」 本田 正美

15:35 - 16:05    「全国市区町村アンケート調査から見える現状と課題」 河村 和徳

16:05 - 16:10    「民主制下における情報発信の重要性  日韓におけるオンライン調査の結果から」 河村 和徳 

16:10 - 16:40    「行政のテキストデータを活用するための実現可能な応用技術」 

16:40 - 17:00    事業者からのコメント（株式会社 VOTE FOR 代表取締役 市ノ澤 充 氏）

当日参加可能

お問い
合わせ

参加無料
オンライン講演会開催
＊詳細は裏表紙に掲載しています。

本田 正美
東京工業大学 研究員
関東学院大学 経済経営研究所 客員研究員

河村 和徳
東北大学大学院
情報科学研究科 准教授

木村 泰知
小樽商科大学
商学部 社会情報学科 教授

高丸 圭一
宇都宮共和大学
シティライフ学部 シティライフ学科 教授
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北海学園大学
工学部 電子情報工学科 教授
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